
“こどもたちがいきいきと、夢と希望をもって幸せに育つために

はどうしたらいいのだろう” ということをみんなで考え、このよう

な考えかたをたくさんの人に知ってもらうための１週間です。

国では毎年５月５日の 「こどもの日」 から１週間を

「こどもまんなか 児童福祉週間」としています。

こどもまんなか児童福祉週間とは？

こども家庭庁では、令和８年度「こどもまんなか児童福祉週間」の標語を募集します。

最優秀作品に選ばれた標語は、「こどもまんなか児童福祉週間」にかかる広報や

イベントで使われます。 あなたからの応募をお待ちしております！


